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r8物価_1_1

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

事業数 2 基金事業数

最終事業NO 3

（単位：千円）

前回から記載内容に変
更があった事業数 #VALUE!

"うち交付対象経費のみの
変更"を除いた変更事業数 #VALUE!

（単位：千円）

Ａ

Ｂ1

交付対象経費
（単位：千円）

国のR7補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）
（単位：千円）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）
（単位：千円）

総事業費に係る
事務費

（単位：千円）

合計  12,997  12,997  12,997 - 

令和７年度第３回実施計画で食料品の物価高騰に対する
特別加算の配分を受けていない市区町村は、

食料品の特別加算に関する事業をNO1に入力してください。
複数の事業がある場合は、NO2以降に記載してください。

1  -  -

2 R7_補正 推奨事業 ○ ○
食材費高騰等により上昇する副食費の経済的負担を
軽減し、子育て世帯を支援するため。

○ 物価高騰に伴う保育園等に対する副食費支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

①食料品の物価高騰に対
する特別加算

③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

 870  870  870  -  -

①物価高騰により食糧費が高騰し、保育園等での副食費の増額が避けら
れない状況にある。増額分を支援することにより、子育て世帯への経済支
援を行う。
②補助金（私立）、賄材料費（公立）
③私立　100円×673人×12カ月＝807,600円、
公立　100円×52人×12カ月＝62,400円（教職員を除く）
④町内認可保育所等（11か所）、保護者（子育て世帯）

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 全対象施設に交付 明記予定（HP) ホームページ
保育所・幼稚園・認定こ

ども園等
保育所・幼稚園・認定こ

ども園等
R8当初（地）

3 R7_補正 推奨事業 ○ ○
食材費高騰等により上昇する給食費の経済的負担を
軽減し、子育て世帯を支援するため。

○
物価高騰に伴う長与町町立中・義務教育学校給食費
支援事業

Ⅰ．生活の安全保障・物価
高への対応

○
①食料品の物価高騰に対

する特別加算
③物価高騰に伴う子育て

世帯支援
 12,127  12,127  12,127  -  -

①物価高騰等により食材費が高騰し、町内中学校・義務教育学校の給食
費の増額が避けられない状況にある。保護者への経済支援を目的とし、
物価高騰前の必要経費と比較した場合の増額分を行政が負担することに
より、保護者の経済的負担軽減を図るもの。
②給食費の減免に係る費用
③対象生徒数1,155名（中学校990名・義務教育学校165名）に対して、１
食当たり60円×175回の支援（教職員を除く）＝12,127,500円≒12,127千
円
④町内中学校及び義務教育学校、保護者（子育て世帯）

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
中学校・義務教育学校の給食実施回数175
回分

明記予定（HP・事業チラシ） ホームページ 給食 給食 R8当初（地）

                                                                                           12,997 移管先  交付限度額計総務省

自治体利用欄

備考1
(重点支援地方交付金
の追加を踏まえた各
省庁の通知の発出状
況に定義されている

対象分野)

自治体利用欄

備考1のサブカテゴリー　※N～P列を記入している場合のみ

備考２

「農林水産・食品分野」
「中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備」
における細分化項目

自治体での予
算区分

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

令和8年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

企画財政部　政策企画課担当部局課名

42307

【42_長崎県】

42307_長崎県長与町

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効果があると
判断する地方単独事業」を選択した場合の、よ
り効果があると考える理由

交付対象事業の名称 経済対策等との関係 総事業費
（単位：千円）

C

支援開始
時期

地方公共団体名（コード有り）

担当者氏名

                                                          12,997（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）
（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）

※食料品の物価高騰に対する特別加算分の交付限
度額を上限として参考表記

                                                                                                  -

095-883-1111

エラー（既配分
額記載不備）

エラー（担当
者・連絡先記載

不備）

-                                                                                         

38,364                                                                                 

38,364                                                                                 

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｎｏ

臨時の措置
であること
が分かる事
業名称とし
ている

国

の

予

算

年

度

事業終期基金
個人を対象
とした給付

金等

特定事業者
等支援

商品券等活
用事業

予算化時期物価高騰対策と整理する根拠・理由 推奨事業メニュー ※推奨事業メニュー①について、
②～④にも関連する場合は、N～P列に追加で選択してください。

予算化の
方法

Ｂ
※参考

国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

メールアドレス kikaku@nagayo.jp

今回配分予定額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）
※食料品の物価高騰に対する特別加算分の交付限

度額を上限として参考表記

配分予定額計
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）
※食料品の物価高騰に対する特別加算分の交付限

度額を上限として参考表記

電話番号

令和8年度既配分額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

山口　和樹

                                                          12,997

都道府県・市町村コード（５桁）

都道府県区分

配分予定額計

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和7年度本省繰越分）

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）

小計　交付限度額（R7経済対策分）

                                                                                                  -

                                                                                                  -

                                                                                           12,997

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた
各省庁の通知の発出状況に定義されている対象分野)

                                                                                           12,997

                                                                                                  -

エラー（自治体
名記載不備）

実施状況の公表等について
(HP、広報誌など）

商品券等活用事
業が事務連絡等
の留意事項を踏
まえた制度設計
となっているか
（具体的な対応
を検討中の場合

も含む）

38,364                                                                                 

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

事業始期
国の重点支援地方交付金が活用されてい

る旨の明記



No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

2
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高騰に伴う保育園等に対する副
食費支援事業

①物価高騰により食糧費が高騰し、保育園等での副食費
の増額が避けられない状況にある。増額分を支援すること
により、子育て世帯への経済支援を行う。
②補助金（私立）、賄材料費（公立）
③私立　100円×673人×12カ月＝807,600円、
公立　100円×52人×12カ月＝62,400円（教職員を除く）
④町内認可保育所等（11か所）、保護者（子育て世帯）

R8.4 R9.3

3
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高騰に伴う長与町町立中・義務
教育学校給食費支援事業

①物価高騰等により食材費が高騰し、町内中学校・義務
教育学校の給食費の増額が避けられない状況にある。保
護者への経済支援を目的とし、物価高騰前の必要経費と
比較した場合の増額分を行政が負担することにより、保護
者の経済的負担軽減を図るもの。
②給食費の減免に係る費用
③対象生徒数1,155名（中学校990名・義務教育学校165
名）に対して、１食当たり60円×175回の支援（教職員を除
く）＝12,127,500円≒12,127千円
④町内中学校及び義務教育学校、保護者（子育て世帯）

R8.4 R9.3

令和８年度　第１回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画


